
国民健康保険に加入している方 国民健康保険に加入している方 

　保険料の軽減措置は、国保加入者の世帯の所得が一定以下の場合に保険料の軽減を受けられる制度
です。ただし、国保加入世帯に未申告の方がいる場合には所得の判定ができないため、保険料の軽減措
置を受けることができません。

お問い合わせ先：国民健康保険課
電話：939-1212
保険料係（内線2115・2116・2119・2108）
後期高齢医療係（内線2118・2128）

所得申告をしましょう所得申告をしましょう
次のいずれかに該当する場合は所得の申告をしましょう！次のいずれかに該当する場合は所得の申告をしましょう！

後期高齢者医療に加入している方後期高齢者医療に加入している方

所得の申告が無い場合には・・・保険料の軽減措置が受けられなくなります所得の申告が無い場合には・・・保険料の軽減措置が受けられなくなります

　医療の給付のうち高額療養費は、国保加入者の高額な医療費の負担額を世帯の所得に応じた一定の
限度額内に軽減する制度です。ただし、国保加入世帯に未申告の方がいる場合には所得の判定ができな
いため、最高限度額が適用されることがあります。

所得に応じた医療費負担の軽減が受けられなくなります所得に応じた医療費負担の軽減が受けられなくなります

※所得申告がまだお済みでない方は、所得の有無に
　関わらず8月中に申告を行ってください。
※所得申告がまだお済みでない方は、所得の有無に
　関わらず8月中に申告を行ってください。

※400万円以下の年金収入のみの方または会社で源泉徴収されている給与収入のみの方は、申告は不要となりますが、医療費控除などを受け
　る場合には申告が必要ですので、ご注意ください。　

保険料の軽減措置のために所得の申告が必要な方は次のとおり。保険料の軽減措置のために所得の申告が必要な方は次のとおり。
国民健康保険の場合・・・ 国民健康保険の世帯主と加入している方全員
後期高齢者医療の場合・・・ 対象となる後期高齢者の方とその世帯の住民票世帯主

国民健康保険の場合・・・ 国民健康保険の世帯主と加入している方全員
後期高齢者医療の場合・・・ 同じ世帯の方全員

医療費負担の軽減のために所得の申告が必要な方は次のとおり。医療費負担の軽減のために所得の申告が必要な方は次のとおり。

人　　　口

世　帯　数

被保険者数

国保世帯数

今月の被保険者数

国保だより沖 縄 市
KOKUHO-DAYORI

（平成28年6月末現在）

141,191

59,484

47,071

24,940

平成28年8月
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☆婦人科検診について☆

平成28年度から市婦人科検診とがん検診の受診券が一体型になりました!
上記赤い枠のなかに「乳がん」、「子宮がん」などと書かれている方は、
こちらが受診券となりますので、料金等は黒い枠のなかをご確認ください!

※無料クーポン券は、対象者の皆様へ5月中旬にお届けしています。 
(A4 サイズの茶封筒に入っています)

お問い合わせ先： 沖縄市役所 市民健康課 健診係 ☎098-939-1212 (内線2240・2245)

【特定健診 受診券】

この封筒のなかに、下段の
受診券が同封されています！
（３月中に発送済みです）  

※40歳～74歳で、国保加入の方のみ
　同封されています。

 

● 赤い枠のなかの「あなたの受診できる健（検）診項目」で
　 ご自身の対象項目をご確認ください。

● 一般健診・がん検診・婦人科検診の対象者、受診条件、料金等
　 については黒い枠のなかに詳細が記載されているのでご確認
　 ください。

● 個別検診（病院）受診の料金は、赤い枠左側の料金区分欄に
　「自己負担なし」と記載があれば無料となります。
　 ※ただし、検査内容の変更・追加は別途料金が掛かります。

 
 

 
 

 

【がん検診等 受診券】 

【クーポン券対象者の生年月日】
子宮頸がん検診 → 平成7年4月2日～平成8年4月1日
乳がん(マンモグラフィー)検診 → 昭和50年4月2日～昭和51年4月1日

平成 28年8月沖縄市国保だより
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平成28年度
沖縄市国民健康保険収納対策緊急プラン

沖縄市では収納対策緊急プランを策定し、国民健康保険料の収納率向上に取り組ん
でいます。 重点対策は以下のとおりです。
沖縄市では収納対策緊急プランを策定し、国民健康保険料の収納率向上に取り組ん
でいます。 重点対策は以下のとおりです。

（１） 他保険加入者の発見に努め、早期の資格喪失届の提出を勧奨します。

（２） 未申告世帯への電話及び訪問による申告勧奨を行い賦課の適正化を図ります。

（１） 他保険加入者の発見に努め、早期の資格喪失届の提出を勧奨します。

（２） 未申告世帯への電話及び訪問による申告勧奨を行い賦課の適正化を図ります。

１．国保資格及び国保料賦課の適正化

（１）滞納者の財産調査を実施し、

　 等の差押えを行います。

（１）滞納者の財産調査を実施し、

　 等の差押えを行います。

３．収納対策及び滞納処分の実施

「国保だより」や「国保のしおり」を配布し、国保制度及び事業に関する

周知、啓発を行います。

「国保だより」や「国保のしおり」を配布し、国保制度及び事業に関する

周知、啓発を行います。

４．その他の取り組み

２．収納体制の充実・強化

（１） 保険料の納付相談や納付機会の拡大を図るため、
　　 下記のとおり夜間窓口を開設します。
（１） 保険料の納付相談や納付機会の拡大を図るため、
　　 下記のとおり夜間窓口を開設します。

（２）被保険者の利便性の向上を図るため、コンビニ収納を実施します。

（３）口座振替を促進するため、窓口での勧奨や訪問による勧奨を積極的に行います。

（２）被保険者の利便性の向上を図るため、コンビニ収納を実施します。

（３）口座振替を促進するため、窓口での勧奨や訪問による勧奨を積極的に行います。

場　　 所 : 

開  設  日： 毎週水曜日

                 【祝日、慰霊の日（6月23日）・12月29日～1月3日はお休みとなります】

受付時間：17時15分～20時まで

取扱業務：

沖縄市役所庁舎1階国民健康保険課窓口

① 保険料の納付相談　② 保険料のお支払　③ 保険証の更新

預金・給与・売掛金・生命保険解約返戻金・不動産・自動車

平成 28年8月 沖縄市国保だより
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お問い合わせ先 ： 国民健康保険課　後期高齢医療係  電話番号　９３９－１２１２　内線（２１１８・２１２８）

８月から新しい被保険者証に変わります！

● 国民健康保険料コンビニ用納付書の取扱いについて ●

後期高齢者医療被保険者証の切替は７月中旬からです。

後期高齢者医療被保険者証の切替後期高齢者医療被保険者証の切替★★ ★★

後期高齢者医療限度額適用・
標準負担額減額認定証（限度額認定証）の切替
後期高齢者医療限度額適用・
標準負担額減額認定証（限度額認定証）の切替★★ ★★

①保険料の未納がない方は、被保険者証を７月末までにご自宅に郵送いたします。
②保険料に未納がある方は、窓口での切替となります。
　（現在使用している被保険者証をご持参ください。）
　※保険料に未納がありますと、短期証等での更新となる場合がありますのでご注意下さい。

※引き続き対象者の方には、すでに「限度額認定証」を郵送しています。
　もし、届いていない場合は下記までご連絡ください。

　世帯全員が住民税非課税の方に、申請により１日から末日まで1ヶ月間の医療費の一部
負担金限度額が減額される「限度額認定証」が交付されます。
　窓口申請には、①被保険者証（ピンク色）と②印鑑（認印可）が必要です。
　代理で申請する場合は、代理人の身分証明書と印鑑（認印可）も必要です。

※期を誤って納付した場合でも他の期への充当はできませんので、
　納付書を十分ご確認下さい。
※口座振替、年金からの特別徴収のみの方は納付書を同封しておりません。
※県外在住の方は、これまでどおり郵便局（ゆうちょ銀行）をご利用下さい。
※後期高齢者医療保険の保険料については、これまでどおり県内金融機関
　のみの取り扱いです。

国民健康保険料は、県内金融機関に加えてコンビニエンスストアでも納付できます。
納付通知書と納付書は、綴じられていない単票形式となっておりますので、期別・納
期限をご確認の上、納付する期だけの納付書を各金融機関、コンビニエンスストアへ
お出しください

平成 28年8月沖縄市国保だより
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国保だより８月号の内容の訂正について 

 

 

 

  

 

 

「国保だより８月号（Ｐ３）」にてお知らせした内容について、年末のシステム調整等の

都合により、下記のとおり訂正させて頂きます。市民の皆様にはご迷惑をおかけしましたこ

とをお詫び申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※８：３０～１７：１５までは通常通り開庁しております。 

※平成２９年１月４日（水）からは通常通り夜間窓口を開設致します。 

 

 

  

 

 

１２月２８日から１月３日 


